
 
 

岩沼市地域子育て支援団体活動補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域社会での子育て支援の促進を図るため、市内において

子育て中の親又はその児童（概ね小学生以下の児童をいう。）を対象とした継

続した支援活動（以下「支援活動」という。）を実施する団体（以下「支援団

体」という。）に対し、支援活動に要する経費の一部として補助金を交付する

ことについて、必要な事項を定めるものとする。  

２ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交

付規則（平成９年規則第１３号）に定めるところによる。 

（補助対象活動） 

第２条 補助金の対象となる支援活動は、次の各号に掲げるものであって、支援

活動の利用者が支援団体の構成員に限られないものとする。 

⑴ 子育て中の親子の交流の場の提供及び交流の促進に関する活動 

⑵ 子育てに関する相談及び援助の実施に関する活動 

⑶ 地域における子育てに関する情報の提供に関する活動 

⑷ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関する活動 

⑸ その他地域社会で子育てを支援する活動として市長が認める活動 

（補助金の交付対象となる団体） 

第３条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を満たしている

支援団体とする。 

⑴ 団体の構成員が５名以上で、その半数以上が市民であること。 

⑵ 代表者、組織及び運営に関する規約を定めていること。  

⑶ 継続的な活動実績又は活動計画（年間６回以上）があること。 

 ⑷ 宗教活動、政治活動及び営利活動を目的としていないこと。  

⑸ 市から他の補助金等を受けていないこと。  

（補助対象経費） 

第４条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は、別表に定める経費とす

る。 

（補助金の額） 

第５条  補助金の額は、１団体につき 1 年度に２万円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする支援団体は、岩沼市地域子育て支援団体

活動補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請

するものとする。 

⑴   団体構成員の名簿及び規約 



 
 

⑵ 事業計画書 

⑶ 収支予算書 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付の可否を決定し、岩沼市地域子育て支援団体活動補助金交付決定(却

下)通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、交付の決定に際し申請件数が補助予定金額を超える場合は、予算の

範囲内により交付決定を行うものとする。 

（実績報告） 

第８条 前条第１項の規定により交付決定を受けた支援団体（以下「補助団体」

という。）は、補助対象活動が完了したときは、２０日以内に岩沼市地域子育

て支援団体活動補助金実績報告書（様式第３号）に、次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

⑴ 実施報告書 

⑵ 収支決算書 

⑶ 領収書等支出を証明できる資料 

（補助金額の確定等） 

第９条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、報告書等の書

類に基づき、補助対象活動が補助金の交付の決定の内容に適合するものである

かどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

岩沼市地域子育て支援団体活動補助金額確定通知書（様式第４号）により補助

団体に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１０条 前条の規定による通知を受けた補助団体は、岩沼市地域子育て支援団

体活動補助金（概算払）請求書を（様式第５号）を市長に提出するものとする。  

２ 補助団体は、事業の遂行上、必要がある場合については、概算払により請求

することができるものとする。 

（補助金の交付） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助団体から請求を受けたときは、補助金

を交付するものとする。 

（補助金決定の取消し） 

第１２条 市長は、補助団体が補助金を他の用途へ使用する等その補助対象活動

に関して補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

（補助金の返還） 



 
 

第１３条 市長は、補助金の交付を受けた補助団体が次の各号のいずれかに該

当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがで

きる。 

⑴   補助金を使用しないとき、又は補助の交付対象となる経費が交付額に満   

たないとき。 

⑵   補助の目的以外に使用したとき。 

⑶   事業を中止又は廃止したとき。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか事業実施について必要な事項は、別に定

める。 

附  則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

区 分 内 容 

報償費 講師謝礼等 

需用費 消耗品費、印刷製本費、材料費、冷暖房費、お茶代等 

役務費 通信運搬費、保険料等 

使用料及び賃借料 会場使用料、用具賃借料等 

 

  



 
 

様式第１号（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

   岩沼市長         殿 

 

               申請者 団体名 

                   代表者 住所  

                   氏名             ㊞ 

 

岩沼市地域子育て支援団体活動補助金交付申請書  

地域子育て支援団体活動補助金の交付を受けたいので、岩沼市地域子育て支援

団体活動補助金交付要綱第６条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 交付申請額            円  

 

 ２ 関係書類  

⑴   団体構成員の名簿及び規約  

⑵   事業計画書  

⑶    収支予算書  

  



 
 

様式第２号（第７条関係） 

    

指令     号 

  年  月  日 

 

団体名 

   代表者           様  

                   

                   岩沼市長          印  

 

                

 

岩沼市地域子育て支援団体活動補助金交付決定（却下）通知書 

   年  月  日付けで申請のあった地域子育て支援団体活動補助金につ

いては、下記のとおり決定（却下）したので、岩沼市地域子育て支援団体活動補

助金交付要綱第７条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

 １ 交付  

⑴ 交付金額                円  

 

  ⑵ 交付条件  

 

 

２ 却下  

 却下の理由  

  



 
 

様式第３号（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

   岩沼市長         殿 

 

                   団体名 

                   代表者 住所  

                   氏名             ㊞ 

 

岩沼市地域子育て支援団体活動補助金実績報告書  

地域子育て支援団体活動補助金に係る事業の実施について、岩沼市地域子育て

支援団体活動補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添

えて実績を報告します。 

 

記 

 

 １ 対象事業費            円  

 

 ２ 完了年月日       年  月  日  

 

 ３ 関係書類  

⑴   実施報告書  

⑵   収支決算書  

⑶   領収書等支出を証明できる資料   



 
 

様式第４号（第９条関係） 

第  号 

  年  月  日 

 

団体名 

   代表者           様  

                   

                   岩沼市長          印  

 

                

 

岩沼市地域子育て支援団体活動補助金額確定通知書 

  年  月  日付け  指令第    号で交付決定した地域子育て支援

団体活動補助金については、実績報告書に基づき下記のとおり確定します。 

 

記 

 

１ 確定金額              円  

 

 ２ 返還金額              円  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

様式第５号（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

 

   岩沼市長         殿 

 

                   団体名 

                   代表者 住所  

                   氏名             ㊞ 

 

岩沼市地域子育て支援団体活動補助金（概算払）請求書 

指令第  号で決定した地域子育て支援団体活動補助金に係る事業の実

施について、岩沼市地域子育て支援団体活動補助金交付要綱第１０条の規定に基

づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 １ 請求金額            円  

 

 ２ 概算払を請求する理由  

 

  

 

 

振

込

先 

金

融

機

関 

金融機関名 

        銀 行          本店・支店 

        農業協同組合       本所・支所 

        信用金庫           出張所 

        労働金庫         

フリガナ    

口座名義人   

口座番号               
口座の 

種類 

普通 

当座 


